
 

 

        浮桟橋  常時  利用許可申請書            

 

令和   年   月   日   

 

（あて先）佐賀県ヨットハーバー 指定管理者 

 

 標記ヨットハーバー施設について，次のとおり利用したいので許可を申請します。 

 なお，利用に際しては，裏面の許可条件を厳守するとともに，これらに基づくヨットハーバ

ー管理業務に従事する者の指示に従います。 

 

申 請 者 

氏 名 
又は 

団 体 名 
 

住 所 

又は 

所 在 地 

〒 

 

      （電話） 

メ ー ル  

団体等の場合は 

責任者名 
 

緊 急 

連 絡 先 

氏 名  

住 所  

電 話  

利用期間    令和  年  月  日から 令和  年  月  日まで 

ヨ ッ ト 船 種        船 名  
全   長 

（実測） 

     

ｍ 

 

（上欄のみ記入してください。） 

 

使 用 料 

及び 

指定場所 

区分 期 間 使用料 指定場所 

浮 桟 橋 月 円 (    )号桟橋(  －   ) 

備 考  納付方法 原則一括払い 

 

 

 

  



 

許 可 条 件 

 

 

(1)  佐賀県ヨットハーバーの利用及び管理に関する規則を遵守すること。 

 

(2)  使用料の納付については定められた期限内納付を遵守してください。 

 

(3)  施設の利用によって第三者に損害を与え、又は第三者との間に紛争を生じ 

させたときは利用者の責においてその紛争を解決してください。 

 

(4)  施設内において艇の毀損や艇及びその装備品等の盗難について指定管理者

はその責任を負いません。 

 

(5)  利用についてヨットハーバーの管理業務に従事する者の指示に従ってくだ

さい。 

 

(6)  ヨットハーバーの浮桟橋及び艇置場の有効活用のため、確定の係留場所の移

動をお願いする場合がございますが、ご理解とご協力をお願い致します。 

 

(7)   申請人が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(申

請人が法人の場合、当該法人の役員が暴力団員に該当した場合を含む。)に該

当したときは、許可しないこと又は許可を取り消すことがあります。 

 

(8)   ゴミにつきましては、持ち帰りをお願いします。 

 

(9)   利用の解約をする場合は、解約をしようとする日から起算して遅

くとも 1 カ月前までに申し出をお願いします。  


